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議第２号 

橿原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正について 

橿原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年３月１日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例 

橿原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年橿原市条例第１４号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（指定管理者の公募） 

第２条 （略） 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、本市の施策その他の事由により市長が公募を行わないこと

について合理的な理由があると認めるときは、公募によらず指定管理者の候補者を選定

することができる。 

（指定管理者の指定の申請） 

第３条 指定管理者の指定を受けようとするもの（前条第２項の規定により選定されるも

のを含む。）は、申請書に事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請

しなければならない。 

（指定管理者の公募） 

第２条 （略） 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）第８条第１

項の規定により選定された事業者（以下「ＰＦＩ事業者」という。）を指定管理者の候

補者として選定することができる。 

３ 前項に定めるもののほか、本市の施策その他の事由により市長が公募を行わないこと

について合理的な理由があると認めるときは、公募によらず指定管理者の候補者を選定

することができる。 

（指定管理者の指定の申請） 

第３条 指定管理者の指定を受けようとするもの（前条第２項の規定により選定されるも

のを除き、同条第３項の規定により選定されるものを含む。）は、申請書に事業計画書

その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。 
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改    正    前 改    正    後 

（指定管理者の指定） 

第４条 （略） 

 

 

（事業報告書の作成及び提出） 

第５条 指定管理者は、毎年度終了後、速やかにその管理する公の施設に関する事業報告

書を作成し、市長に提出しなければならない。第７条第１項の規定により指定を取り消

されたときも、同様とする。 

（指定の取消し等） 

第７条 （略） 

 

 

 

 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを

負わない。 

（原状回復義務） 

第８条 指定管理者は、当該指定の期間が満了したとき、又は前条第１項の規定により指

定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じら

れたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さ

なければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。 

（指定管理者の指定） 

第４条 （略） 

２ 市長は、第２条第２項の規定によりＰＦＩ事業者を指定管理者の候補者として選定す

る場合は、議会の議決を経て、指定管理者を指定するものとする。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第５条 指定管理者は、毎年度終了後、速やかにその管理する公の施設に関する事業報告

書を作成し、市長に提出しなければならない。第７条第１項又は第２項の規定により指

定を取り消されたときも、同様とする。 

（指定の取消し等） 

第７条 （略） 

２ 第４条第２項の規定により指定した指定管理者について、ＰＦＩ法第２９条第１項の

規定によりＰＦＩ事業者の選定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しく

は一部の停止を命じた場合にあっては、市長は前項の規定によりその指定を取り消し、

又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたものとみなす。 

３ 前２項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一

部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責め

を負わない。 

（原状回復義務） 

第８条 指定管理者は、当該指定の期間が満了したとき、又は前条第１項若しくは第２項

の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速や

かに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでな
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改    正    前 改    正    後 

 

（指定管理者の指定等の告示） 

第１１条 市長は、第４条の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は第７条第１項

の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。 

 

（候補者選定委員会の設置） 

第１２条 指定管理者の候補者の選定に関することを審議するため、橿原市指定管理者候

補者選定委員会を置く。 

い。 

（指定管理者の指定等の告示） 

第１１条 市長は、第４条の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は第７条第１項

若しくは第２項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示する

ものとする。 

（候補者選定委員会の設置） 

第１２条 指定管理者の候補者の選定（第２条第２項の規定による選定を除く。）に関す

ることを審議するため、橿原市指定管理者候補者選定委員会を置く。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の橿原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に選定する指定管理者候補者について適用し、同日前の

指定管理者候補者の選定については、なお従前の例による。 

 

 

理由 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律により選定されたＰＦＩ事業者について、指定管理者候補者として選定することを可能とするため、所要の改正

を行うもの 
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議第３号 

橿原市職員定数条例の一部改正について 

橿原市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年３月１日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市職員定数条例の一部を改正する条例 

橿原市職員定数条例（昭和３１年橿原市条例第６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（定義） 

第２条 前条の「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教

育委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する職員（雇用人及び嘱託を含み、市長、

副市長及び教育長並びに６月以内の期間を定めて雇用される者を除く。）並びに教育委

員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員（市町村立学校職員給与

負担法（昭和２３年法律第１３５号）第１条に規定する職員及び６月以内の期間を定め

て雇用される者を除く。）をいう。 

（職員の定数） 

第３条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 市長の事務部局の職員 ６８７人 

（２） 議会の事務部局の職員 １０人 

（３） 選挙管理委員会の事務部局の職員 ５人 

（４） 農業委員会の事務部局の職員 ５人 

（定義） 

第２条 前条の「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教

育委員会及び公営企業の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機

関に常時勤務する一般職の職員（市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３

５号）第１条に規定する職員及び臨時の職に任命された者を除く。）をいう。 

 

 

（職員の定数） 

第３条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 市長の事務部局の職員 ７８４人 

（２） 議会の事務部局の職員 １０人 

（３） 選挙管理委員会の事務部局の職員 ５人 

（４） 農業委員会の事務部局の職員 ５人 
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改    正    前 改    正    後 

（５） 監査委員の事務部局の職員 ４人 

（６） 教育委員会の事務部局の職員 ７２人 

（７） 学校その他の教育機関の職員 １９０人 

（８） 公営企業の事務部局の職員 ５８人 

（５） 監査委員の事務部局の職員 ６人 

（６） 教育委員会の事務部局の職員 ５０人 

（７） 学校その他の教育機関の職員 ５０人 

（８） 公営企業の事務部局の職員 ４０人 

 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

理由 機構改革等に対応するため、所要の改正を行うもの 
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議第４号 

橿原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

橿原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年３月１日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

橿原市職員の育児休業等に関する条例（平成４年橿原市条例第１号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

（１）・（２） （略） 

（３） 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

（ア） 任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続き在職した

期間が１年以上である非常勤職員 

（イ） その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同

じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達日」という。）（第２条

の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に達する日）までに、その任期（任

期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び特定職に引

き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員 

 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

（１）・（２） （略） 

（３） 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（ア） その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同

じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達日」という。）（第２条

の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に達する日）までに、その任期（任

期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び任命権者を

同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続き採用されないことが明らか

でない非常勤職員 
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改    正    前 改    正    後 

（ウ） （略） 

イ・ウ （略） 

（部分休業をすることができない職員） 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

（１） （略） 

（２） 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２８条

の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員

等」という。）を除く。） 

ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 

イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が規則で定める非常勤職

員 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（イ） （略） 

イ・ウ （略） 

（部分休業をすることができない職員） 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

（１） （略） 

（２） 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が規則で定める非常勤

職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員等」という。）を除く。） 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２３条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、

又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児

休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該

職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利

益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第２４条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

（１） 職員に対する育児休業に係る研修の実施 
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改    正    前 改    正    後 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（委任） 

第２３条 （略） 

（２） 育児休業に関する相談体制の整備 

（３） その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

（委任） 

第２５条 （略） 

 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

理由 非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和等の措置を講ずるもの 
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議第５号 

橿原市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の制定について 

橿原市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例を次のように定める。 

令和４年３月１日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における不当要求行為等への措置等職員の公正な職務の執行を確保するために必要な事項を定めることにより、公正な市政の運営を図り、

もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）職員 市の職員であって、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３条第２項に規定する一般職に属するもの及び同条第３項に規

定する特別職に属するもの（議会の議員を除く。）をいう。 

（２）任命権者 法第６条第１項に規定する任命権者をいう。 

（３）法令 法律、法律に基づく命令（告示を含む。）、条例、規則その他の規程をいう。 

（４）不当要求行為等 違法行為の要求（不作為の要求を含む。以下この号において同じ。）その他職員の公正な職務の執行を妨げる行為又は暴力行為その他社会常

識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をいう。 

 （職員の責務） 

第３条 職員は、市民全体の奉仕者であり、一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、不当要求行為等があったときは、これを拒否し、公正な職務の執行に

当たらなければならない。 

（管理監督する者の責務） 

第４条 職員を管理又は監督する立場にある者（以下「管理監督者」という。）は、部下である職員の職務に係る行為が前条の規定に反することがないよう、常に注

意を喚起するとともに、適切な指揮、監督及び援助を行わなければならない。 
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（任命権者の責務） 

第５条 任命権者は、公正な市政の運営を図り、市政に対する市民の信頼を確保できるよう、不当要求行為等の防止等に関する啓発及び研修の実施、不当要求行為等

に対して適切な対応ができる体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。 

（市民等の責務） 

第６条 市民等（市民その他市政に関わりのある者をいう。）は、職員の公正な職務の執行について理解し、協力するよう努めるものとする。 

２ 何人も、職員に対し不当要求行為等をしてはならない。 

（不当要求行為等審査会） 

第７条 不当要求行為等に関する事項について、任命権者の諮問に応じて調査、審査等を行うため、市長の附属機関として、橿原市不当要求行為等審査会（以下「審

査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、委員３人で組織する。 

３ 委員は、学識経験者その他法令等又は行政事務に関し専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年以内とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

６ この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（審査会の任務） 

第８条 審査会は、第１０条の規定により任命権者から諮問があった場合において、当該諮問に係る事案の内容が不当要求行為等に該当すると思料するときは、直ち

に必要な調査、審査等を行うものとする。 

２ 審査会は、前項の規定による必要な調査、審査等の結果を任命権者に報告しなければならない。 

３ 審査会は、前項の規定により報告を行う場合には、第１２条第１項の必要な措置又は同条第２項の規定による公表について、意見を述べることができる。 

４ 審査会は、前３項に定めるもののほか、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）不当要求行為等の防止に関し、調査、研究するとともに、必要に応じ任命権者に意見を述べること。 

（２）その他市長が必要と認める事項 

（不当要求行為等への対応） 
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第９条 職員は、不当要求行為等に該当する又は発展するおそれがあると認められる行為（以下「不当要望等」という。）があったときは、直ちに管理監督者に報告

しなければならない。 

２ 管理監督者は、前項の報告を受けた場合、不当要望等に対し組織的に対応し、公正な職務の執行を確保するため必要な措置を講じなければならない。 

 （審査会への諮問） 

第１０条 任命権者は、不当要望等に関し、必要と認めるときは審査会に諮問することができる。 

 （審査会の報告、意見の尊重） 

第１１条 任命権者は、審査会からの第８条第２項の規定による報告並びに同条第３項及び第４項第１号の意見を尊重しなければならない。 

 （不当要求行為等に対する措置） 

第１２条 任命権者は、不当要求行為等を行った者に対して警告、捜査機関への告発その他の必要な措置を講じるものとする。 

２ 前項の場合において、任命権者が必要と認めるときは、当該不当要求行為等を行った者の氏名、不当要求行為等の内容、講じた措置の内容その他必要と認める事

項を公表することができる。 

３ 任命権者は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該不当要求行為等を行った者に、意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、審

査会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（状況の公表） 

第１３条 市長は、毎年１回、不当要求行為等の件数及びその概要について公表するものとする。 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年７月１日から施行する。ただし、附則第３条の規定は公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

第２条 この条例は、この条例の施行の日以後に行われた不当要求行為等について適用する。 

 （準備行為） 
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第３条 この条例による不当要求行為等審査会の委員の委嘱その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 （橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改   正   前 改   正   後 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

 区分 報酬額（円） 費用弁償   区分 報酬額（円） 費用弁償  

 １ （略）   １ （略）  

橿原市公金管理対策委員会の委員 日額 １０，０００ 〃   橿原市公金管理対策委員会の委員 日額 １０，０００ 〃  

   橿原市不当要求行為等審査会の委員 日額 １０，０００ 〃  

 橿原市入札監視委員会の委員 日額 １０，０００ 〃   橿原市入札監視委員会の委員 日額 １０，０００ 〃  

 （略）   （略）  

  

 

 

理由 不当要求行為に対して組織を挙げて対応できる体制の構築を図るとともに、職員の公正な職務の執行を確保し、市政に対する市民の信頼を確保するための基本

となる条例を制定するもの 
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議第６号 

橿原市の一般職の職員の給与に関する条例及び橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について 

橿原市の一般職の職員の給与に関する条例及び橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年３月１日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市の一般職の職員の給与に関する条例及び橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 （橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

   附 則 

 

   附 則 

（令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの間における給料月額に関する特例措

置） 

２６ この条例の規定の適用を受ける職員の令和４年４月１日から令和６年３月３１日ま

での間における給料の月額は、第３条、第４条及び第４条の２の規定にかかわらず、こ

れらの規定に定める額から、その額に次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ、当該各

号に掲げる割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り

捨てた額）を減じた額とする。ただし、この条例に規定する手当の額及び第１３条に規

定する勤務１時間当たりの給与額（第９条の規定を適用する場合における勤務１時間当

たりの給与額を除く。）の算出の基礎となる給料の月額並びに橿原市の一般職の職員の

退職手当に関する条例第２条の４に規定する退職手当の基本額の算出の基礎となる給料

の月額は、この限りでない。 
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改    正    前 改    正    後 

（１） ６級 １００分の３ 

（２） ７級 １００分の４ 

（３） ８級 １００分の５ 

 （橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２０年橿原市条例第２０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

   附 則 

 

   附 則 

（令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの間における給料月額に関する特例措

置） 

第８条 特定任期付職員の令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの間における給

料月額は、第７条第１項及び第２項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額か

ら、その額に次の各号に掲げる号給の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た

額を減じた額とする。ただし、第７条第３項に規定する特定任期付職員業績手当及び給

与条例に規定する手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに橿原市の一般職の職員の

退職手当に関する条例第２条の４に規定する退職手当の基本額の算出の基礎となる給料

月額は、この限りでない。 

（１） １号給 １００分の３ 

（２） ２号給及び３号給 １００分の４ 

（３） ４号給から８号給まで １００分の５ 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

理由 本市の厳しい財政状況を踏まえ、令和４年４月から令和６年３月までの間、一般職の職員に支給する給料月額を暫定的に減額する措置を講ずるもの 
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議第７号 

橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年３月１日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

橿原市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

第３条 （略） 

２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできな

い。ただし、非常勤消防団員又は非常勤水防団員に係る傷病補償年金又は年金である障

害補償若しくは遺族補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金

融公庫の担保に供する場合は、この限りでない。 

第３条 （略） 

２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできな

い。 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以降も、なお従前の例により担保に 

供することができる。 
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理由 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの 
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議第８号 

   「子どもの未来を育む戸村文庫」基金条例の制定について 

 「子どもの未来を育む戸村文庫」基金条例を次のように定める。 

   令和４年３月１日提出 

                           橿原市長 亀田 忠彦    

   「子どもの未来を育む戸村文庫」基金条例 

 （設置） 

第１条 戸村サチ子氏から亡夫戸村吉守氏の遺志に基づき寄附された指定寄附金を適正に

管理し、橿原市立幼稚園の図書コーナー並びに小学校及び中学校の図書室に存する

「戸村文庫」の図書購入に要する資金に充てるため、「子どもの未来を育む戸村文庫」

基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、指定寄附金及び橿原市一般会計歳入歳出予算（以下

「予算」という。）で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

 （繰替運用） 

第４条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

２ 前項の利率は、市が借入れする長期債に準じ市長の定める率とする。 

 （運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。 

（処分） 

第６条 基金は、その設置目的に沿った経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一

部を予算の定めるところにより処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 
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 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

理由 戸村サチ子氏から寄附された指定寄附金を基金として管理するため、地方自治法第

２４１条第１項の規定に基づき、条例を制定するもの 
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議第９号 

橿原市改良住宅条例及び橿原市個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

 橿原市改良住宅条例及び橿原市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和４年３月１日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

   橿原市改良住宅条例及び橿原市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 （橿原市改良住宅条例の一部改正） 

第１条 橿原市改良住宅条例（平成９年橿原市条例第１５号）の一部を次の表のように改正する。 

(下線部分は改正部分) 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（家賃） 

第５条 改良住宅の家賃（小規模改良住宅に入居する者及び前条第２項の規定による公募

により入居する者（以下「小規模改良住宅入居者等」という。）に係る改良住宅の家賃

を除く。）は、改良住宅管理要領（昭和５４年５月１１日付け建設省住整発第６号）第

４に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、市長が定める。 

 

  

 

 

 

 

 

（家賃） 

第５条 改良住宅の家賃（小規模改良住宅に入居する者及び前条第２項の規定の例により

入居する者（以下「小規模改良住宅入居者等」という。）に係る改良住宅の家賃を除

く。）は、改良住宅管理要領（昭和５４年５月１１日付け建設省住整発第６号）第４に

規定する算出方法により算出した額の範囲内において、市長が定める。 

（駐車場の設置） 

第９条 市長は、改良住宅の入居者の利用に供するために駐車場を設置することができ

る。 

（駐車場使用料） 

第１０条 前条の規定による駐車場の使用料については、市営住宅条例第６１条の規定を

準用する。 

（設置した駐車場の管理） 
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

（委任） 

第９条 （略） 

別表（第２条関係） 

（略） 
 

第１１条 第９条の規定により設置した駐車場の管理については、市営住宅条例第５６条

から第６５条までの規定（第６１条を除く。）を準用する。この場合において、これら

の規定中「市営住宅の入居者」とあるのは「改良住宅の入居者」と読み替えるものとす

る。 

（委任） 

第１２条 （略） 

別表（第３条関係） 

（略） 
 

 （橿原市個人番号の利用に関する条例の一部改正） 

第２条 橿原市個人番号の利用に関する条例（平成２７年橿原市条例第３５号）の一部を次の表のように改正する。 

(下線部分は改正部分) 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

（略） 

１３ 市長 橿原市改良住宅条例による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の

決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規

則で定めるもの 

機関 事務 

（略） 

１３ 市長 橿原市改良住宅条例による改良住宅若しくは駐車場の管理若しくは家賃

若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する

事務であって規則で定めるもの 
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改    正    前 改    正    後 

（略） 
 

（略） 
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

（略） 

２４ 市長 橿原市改良住宅条例による改良住宅

の管理若しくは家賃若しくは敷金の

決定若しくは変更又は収入超過者に

対する措置に関する事務であって規

則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報又は療

育手帳に関する情報であって規

則で定めるもの 

 

機関 事務 特定個人情報 

（略） 

２４ 市長 橿原市改良住宅条例による改良住宅

若しくは駐車場の管理若しくは家賃

若しくは敷金の決定若しくは変更又

は収入超過者に対する措置に関する

事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報、生活保護関係

情報、外国人生活保護関係情

報、障害者関係情報又は療育手

帳に関する情報であって規則で

定めるもの 
 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。 

（準備行為） 

第２条 この条例による改正後の橿原市改良住宅条例及び橿原市個人番号の利用に関する条例の規定の施行に際し必要な手続その他の準備行為については、この条例の施行前において

も行うことができる。 

 

 

理由 改良住宅地区内に新たに整備した駐車場の使用料を徴収するため、所要の改正を行うもの 
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議第１０号 

   橿原市下水道条例の一部改正について 

 橿原市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和４年３月１日提出 

橿原市長 亀田 忠彦         

   橿原市下水道条例の一部を改正する条例 

橿原市下水道条例（昭和６３年橿原市条例第１６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（排水設備等の工事の実施等） 

第８条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、別に規則で定めるところにより管理者が

指定した者（以下「排水設備工事指定工事店」という。）でなければ行い、又は行わせ

てはならない。ただし、特定工事で管理者が特別の理由があると認めたときは、排水設

備工事指定工事店と同等以上の資格があるものに行わせることができる。 

 

 

 

 

 

２ （略） 

（排水設備等の工事の実施等） 

第８条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、次に掲げる工事を除き、別に規則で定め

るところにより管理者が指定した者（以下「排水設備工事指定工事店」という。）でな

ければ行い、又は行わせてはならない。 

 

（１） 管理者が別に定める軽微な工事 

（２） 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第１８条の規定に基

づき、日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設置の工事 

（３） 排水設備工事指定工事店以外の者に行わせることにつき、特別の理由があると

管理者が認めた工事 

２ （略） 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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理由 特定都市河川浸水被害対策法等の一部改正に伴い、雨水貯留浸透施設整備計画の認定制度が新たに創設されたため、所要の改正を行うもの 


